[bookmark: _h77ahor96mzi]設計業務委託契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●●●（以下「乙」という。）は、設計業務の委託に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _hb7bhxyjruie]第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対し、建築設計、内装設計、プロダクト設計、意匠設計、図面作成その他これらに付随する設計業務（以下「本業務」という。）を委託し、乙がこれを受託する条件を定めることを目的とする。

[bookmark: _my7cnum4tar]第2条（業務内容）
1. 本業務の具体的内容、成果物の範囲、仕様、提出形式、納期その他の詳細は、別途書面又は電磁的方法により合意する業務仕様書等に定めるものとする。
2. 乙は、本契約及び業務仕様書に従い、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。

[bookmark: _pj2v7gy4avcn]第3条（業務の進行及び報告）
1. 乙は、本業務の進捗状況について、甲から求めがあった場合、合理的な範囲で報告を行うものとする。
2. 甲は、業務内容が契約内容に適合しないと判断した場合、合理的な範囲で是正を求めることができる。

[bookmark: _ii93ju6q6jhu]第4条（報酬及び支払条件）
1. 本業務に対する報酬額、支払時期及び支払方法は、別途合意する書面に定めるものとする。
2. 支払に要する振込手数料は、別途合意のない限り甲の負担とする。

[bookmark: _4j2zlorx1j0a]第5条（再委託の禁止）
乙は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

[bookmark: _ntkkmsxehzi1]第6条（知的財産権）
1. 本業務により作成された設計図面、デザイン、資料、成果物（以下「成果物」という。）に関する著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む）は、別途合意のない限り、全て甲に帰属するものとする。
2. 乙は、甲の事前の書面承諾なく、成果物を自己又は第三者のために利用してはならない。

[bookmark: _8wz1y6iwnpxs]第7条（秘密保持）
1. 乙は、本業務に関連して知り得た甲の技術情報、営業情報、設計情報その他一切の非公開情報を、第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2. 本条の義務は、本契約終了後も存続するものとする。

[bookmark: _w4ql77euyfoe]第8条（契約不適合責任）
乙は、成果物が契約内容に適合しない場合、甲の請求により、無償で修正又は再作成を行うものとする。

[bookmark: _5bipi42roz0a]第9条（損害賠償）
乙は、本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、その損害（合理的な弁護士費用を含む）を賠償する責任を負うものとする。

[bookmark: _z8wdmlkkf8kg]第10条（免責）
天災地変、法令の制定改廃、その他乙の責に帰さない事由により本業務の履行が困難となった場合、乙はその責任を負わないものとする。

[bookmark: _nea0volb4atg]第11条（契約期間）
本契約の有効期間は、●●年●月●日から●●年●月●日までの期間とする。

[bookmark: _c7ruxr4fpe49]第12条（解除）
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めても改善されない場合、本契約の全部又は一部を解除することができる。

[bookmark: _lkly3ui3dnj8]第13条（協議解決）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

[bookmark: _clzywlforiz1]第14条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

●●年●月●日

甲
住所：
名称：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　印

乙
住所：
氏名（又は名称）：　　　　　　　　　　印


